
○

労
働
金
庫
法
施
行
規
則
第
百
十
四
条
第
一
項
第
五
号
ニ
等
の
規
定
に
基
づ
き
、
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
等
に
つ
い
て
金
融
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定

め
る
事
項
（
平
成
十
九
年
金
融
庁
・
厚
生
労
働
省
告
示
第
一
号
）

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る

。

改

正

後

改

正

前

（
単
体
自
己
資
本
比
率
を
算
出
す
る
場
合
に
お
け
る
事
業
年
度
の
開
示
事
項
）

（
単
体
自
己
資
本
比
率
を
算
出
す
る
場
合
に
お
け
る
事
業
年
度
の
開
示
事
項
）

第
二
条

［
略
］

第
二
条

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

３

第
一
項
の
定
性
的
な
開
示
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

３

［
同
上
］

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

六

証
券
化
取
引
に
係
る
リ
ス
ク
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

六

［
同
上
］

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

自
己
資
本
比
率
告
示
第
二
百
二
十
四
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま

ロ

自
己
資
本
比
率
告
示
第
二
百
二
十
五
条
第
四
項
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま

で
に
規
定
す
る
体
制
の
整
備
及
び
そ
の
運
用
状
況
の
概
要

で
（
自
己
資
本
比
率
告
示
第
二
百
三
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
体
制
の
整
備
及
び
そ
の
運
用
状
況
の
概
要

［
ハ
～
リ

略
］

［
ハ
～
リ

同
上
］

［
七
～
九

略
］

［
七
～
九

同
上
］

４

第
一
項
の
定
量
的
な
開
示
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

４

［
同
上
］

一

自
己
資
本
の
充
実
度
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

一

［
同
上
］

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］
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ハ

リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
み
な
し
計
算
（
自
己
資
本
比
率
告
示
第
四
十
七

ハ

信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
み
な
し
計
算
（
自
己
資
本
比
率
告
示
第
百

条
の
五
の
規
定
に
よ
り
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
算
出
す
る
こ
と
を
い
う
。

四
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
計
算
す
る
こ

以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ

と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
適
用
さ
れ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る

ト
の
み
な
し
計
算
（
自
己
資
本
比
率
告
示
第
百
四
十
二
条
の
規
定
に
よ
り

信
用
リ
ス
ク
に
対
す
る
所
要
自
己
資
本
の
額

信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
適
用
さ
れ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係

る
信
用
リ
ス
ク
に
対
す
る
所
要
自
己
資
本
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
エ
ク

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
区
分
ご
と
の
額

自
己
資
本
比
率
告
示
第
四
十
七
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
出

(1)
し
た
割
合
を
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
と
し
て
用
い
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

又
は
自
己
資
本
比
率
告
示
第
百
四
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
信
用

リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

自
己
資
本
比
率
告
示
第
四
十
七
条
の
五
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
算
出

(2)
し
た
割
合
を
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
と
し
て
用
い
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

又
は
自
己
資
本
比
率
告
示
第
百
四
十
二
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
信
用

リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

自
己
資
本
比
率
告
示
第
四
十
七
条
の
五
第
九
項
第
一
号
に
定
め
る
比

(3)
率
を
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
と
し
て
用
い
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
又
は
自

己
資
本
比
率
告
示
第
百
四
十
二
条
第
十
項
第
一
号
に
定
め
る
リ
ス
ク
・

ウ
ェ
イ
ト
を
用
い
て
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
エ
ク

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

自
己
資
本
比
率
告
示
第
四
十
七
条
の
五
第
九
項
第
二
号
に
定
め
る
比

(4)
率
を
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
と
し
て
用
い
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
又
は
自
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己
資
本
比
率
告
示
第
百
四
十
二
第
十
項
第
二
号
に
定
め
る
リ
ス
ク
・
ウ

ェ
イ
ト
を
用
い
て
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
エ
ク
ス

ポ
ー
ジ
ャ
ー

自
己
資
本
比
率
告
示
第
四
十
七
条
の
五
第
十
項
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ

(5)
ト
を
用
い
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
又
は
自
己
資
本
比
率
告
示
第
百
四
十

二
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出

す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

［
ニ
・
ホ

略
］

［
ニ
・
ホ

同
上
］

二

信
用
リ
ス
ク
（
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
み
な
し
計
算
又
は
信
用
リ
ス
ク
・

二

信
用
リ
ス
ク
（
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
み
な
し
計
算
が
適
用
さ
れ
る

ア
セ
ッ
ト
の
み
な
し
計
算
が
適
用
さ
れ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
及
び
証
券
化

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
及
び
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
除
く
。
）
に
関
す

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
除
く
。
）
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

る
次
に
掲
げ
る
事
項

［
イ
～
ホ

略
］

［
イ
～
ホ

同
上
］

ヘ

標
準
的
手
法
が
適
用
さ
れ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
、
リ
ス
ク

ヘ

標
準
的
手
法
が
適
用
さ
れ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
、
リ
ス
ク

・
ウ
ェ
イ
ト
の
区
分
ご
と
の
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
の
効
果
を
勘
案
し
た

・
ウ
ェ
イ
ト
の
区
分
ご
と
の
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
の
効
果
を
勘
案
し
た

後
の
残
高
（
格
付
が
付
与
さ
れ
て
い
る
信
用
供
与
の
割
合
が
信
用
供
与
の

後
の
残
高
（
格
付
が
付
与
さ
れ
て
い
る
信
用
供
与
の
割
合
が
信
用
供
与
の

額
全
体
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
で
あ
る
場
合
に
は
、
区
分
を
要
し
な
い
。

額
全
体
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
で
あ
る
場
合
に
は
、
区
分
を
要
し
な
い
。

）
並
び
に
自
己
資
本
比
率
告
示
第
五
十
四
条
第
二
項
第
二
号
、
第
百
五
十

）
並
び
に
自
己
資
本
比
率
告
示
第
五
十
四
条
第
二
項
第
二
号
、
第
百
五
十

三
条
第
二
項
第
二
号
、
第
二
百
二
十
四
条
（
自
己
資
本
比
率
告
示
第
九
十

三
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
二
百
二
十
三
条
第
一
項
（
自
己
資
本
比
率
告

九
条
及
び
第
百
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
並
び
に
第
二

示
第
九
十
九
条
、
第
百
一
条
及
び
第
百
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

百
二
十
四
条
の
四
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
（
自
己
資
本
比
率
告
示
第

場
合
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
千
二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・

九
十
九
条
及
び
第
百
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
の
規
定

ウ
ェ
イ
ト
が
適
用
さ
れ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額

に
よ
り
千
二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
適
用
さ
れ
る

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
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［
ト
～
ヌ

略
］

［
ト
～
ヌ

同
上
］

［
三
・
四

略
］

［
三
・
四

同
上
］

五

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

五

［
同
上
］

イ

金
庫
が
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ

イ

［
同
上
］

ッ
ト
の
算
出
対
象
と
な
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
関
す
る
次
に
掲

げ
る
事
項

［

～

略
］

［

～

同
上
］

(1)

(8)

(1)

(8)

自
己
資
本
比
率
告
示
第
二
百
二
十
四
条
並
び
に
第
二
百
二
十
四
条
の

自
己
資
本
比
率
告
示
第
二
百
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
千
二

(9)

(9)

四
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
千
二
百
五
十
パ
ー
セ
ン

百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
適
用
さ
れ
る
証
券
化
エ

ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
適
用
さ
れ
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
及
び
主
な
原
資
産
の
種
類
別
の
内
訳

の
額
及
び
主
な
原
資
産
の
種
類
別
の
内
訳

［

・

略
］

［

・

同
上
］

(10)

(11)

(10)

(11)

ロ

金
庫
が
投
資
家
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
算

ロ

［
同
上
］

出
対
象
と
な
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

［

・

略
］

［

・

同
上
］

(1)

(2)

(1)

(2)

自
己
資
本
比
率
告
示
第
二
百
二
十
四
条
並
び
に
第
二
百
二
十
四
条
の

自
己
資
本
比
率
告
示
第
二
百
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
千
二

(3)

(3)

四
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
千
二
百
五
十
パ
ー
セ
ン

百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
適
用
さ
れ
る
証
券
化
エ

ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
適
用
さ
れ
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
及
び
主
な
原
資
産
の
種
類
別
の
内
訳

の
額
及
び
主
な
原
資
産
の
種
類
別
の
内
訳

［
略
］

［
同
上
］

(4)

(4)

六

［
略
］

六

［
同
上
］

七

リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
み
な
し
計
算
又
は
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
み

七

信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
み
な
し
計
算
が
適
用
さ
れ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

な
し
計
算
が
適
用
さ
れ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
エ

ャ
ー
の
額

- 4 -



ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
区
分
ご
と
の
額

イ

自
己
資
本
比
率
告
示
第
四
十
七
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し

た
割
合
を
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
と
し
て
用
い
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
又
は

自
己
資
本
比
率
告
示
第
百
四
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
信
用
リ
ス
ク

・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

ロ

自
己
資
本
比
率
告
示
第
四
十
七
条
の
五
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し

た
割
合
を
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
と
し
て
用
い
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
又
は

自
己
資
本
比
率
告
示
第
百
四
十
二
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
信
用
リ
ス
ク

・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

ハ

自
己
資
本
比
率
告
示
第
四
十
七
条
の
五
第
九
項
第
一
号
に
定
め
る
比
率

を
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
と
し
て
用
い
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
又
は
自
己
資

本
比
率
告
示
第
百
四
十
二
条
第
十
項
第
一
号
に
定
め
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ

ト
を
用
い
て
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

ャ
ー

ニ

自
己
資
本
比
率
告
示
第
四
十
七
条
の
五
第
九
項
第
二
号
に
定
め
る
比
率

を
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
と
し
て
用
い
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
又
は
自
己
資

本
比
率
告
示
第
百
四
十
二
条
第
十
項
第
二
号
に
定
め
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ

ト
を
用
い
て
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

ャ
ー

ホ

自
己
資
本
比
率
告
示
第
四
十
七
条
の
五
第
十
項
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト

を
用
い
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
又
は
自
己
資
本
比
率
告
示
第
百
四
十
二
条

第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
エ

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
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八

［
略
］

八

［
同
上
］

５

［
略
］

５

［
同
上
］

（
連
結
自
己
資
本
比
率
を
算
出
す
る
場
合
に
お
け
る
連
結
会
計
年
度
の
開
示
事

（
連
結
自
己
資
本
比
率
を
算
出
す
る
場
合
に
お
け
る
連
結
会
計
年
度
の
開
示
事

項
）

項
）

第
三
条

［
略
］

第
三
条

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

３

第
一
項
の
定
性
的
な
開
示
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

３

［
同
上
］

［
一
～
六

略
］

［
一
～
六

同
上
］

七

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

七

［
同
上
］

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

自
己
資
本
比
率
告
示
第
二
百
二
十
四
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま

ロ

自
己
資
本
比
率
告
示
第
二
百
二
十
五
条
第
四
項
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま

で
に
規
定
す
る
体
制
の
整
備
及
び
そ
の
運
用
状
況
の
概
要

で
（
自
己
資
本
比
率
告
示
第
二
百
三
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
体
制
の
整
備
及
び
そ
の
運
用
状
況
の
概
要

［
ハ
～
リ

略
］

［
ハ
～
リ

同
上
］

［
八
～
十

略
］

［
八
～
十

同
上
］

４

第
一
項
の
定
量
的
な
開
示
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

４

［
同
上
］

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

自
己
資
本
の
充
実
度
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

二

［
同
上
］

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

ハ

リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
み
な
し
計
算
又
は
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の

ハ

信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
み
な
し
計
算
が
適
用
さ
れ
る
エ
ク
ス
ポ
ー

み
な
し
計
算
が
適
用
さ
れ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
に

ジ
ャ
ー
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
に
対
す
る
所
要
自
己
資
本
の
額

対
す
る
所
要
自
己
資
本
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
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区
分
ご
と
の
額

自
己
資
本
比
率
告
示
第
四
十
七
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
出

(1)
し
た
割
合
を
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
と
し
て
用
い
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

又
は
自
己
資
本
比
率
告
示
第
百
四
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
信
用

リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

自
己
資
本
比
率
告
示
第
四
十
七
条
の
五
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
算
出

(2)
し
た
割
合
を
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
と
し
て
用
い
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

又
は
自
己
資
本
比
率
告
示
第
百
四
十
二
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
信
用

リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

自
己
資
本
比
率
告
示
第
四
十
七
条
の
五
第
九
項
第
一
号
に
定
め
る
比

(3)
率
を
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
と
し
て
用
い
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
又
は
自

己
資
本
比
率
告
示
第
百
四
十
二
条
第
十
項
第
一
号
に
定
め
る
リ
ス
ク
・

ウ
ェ
イ
ト
を
用
い
て
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
エ
ク

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

自
己
資
本
比
率
告
示
第
四
十
七
条
の
五
第
九
項
第
二
号
に
定
め
る
比

(4)
率
を
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
と
し
て
用
い
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
又
は
自

己
資
本
比
率
告
示
第
百
四
十
二
条
第
十
項
第
二
号
に
定
め
る
リ
ス
ク
・

ウ
ェ
イ
ト
を
用
い
て
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
エ
ク

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

自
己
資
本
比
率
告
示
第
四
十
七
条
の
五
第
十
項
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ

(5)
ト
を
用
い
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
又
は
自
己
資
本
比
率
告
示
第
百
四
十

二
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出

す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
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［
ニ
・
ホ

略
］

［
ニ
・
ホ

同
上
］

三

信
用
リ
ス
ク
（
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
み
な
し
計
算
又
は
信
用
リ
ス
ク
・

三

信
用
リ
ス
ク
（
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
み
な
し
計
算
が
適
用
さ
れ
る

ア
セ
ッ
ト
の
み
な
し
計
算
が
適
用
さ
れ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
及
び
証
券
化

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
及
び
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
除
く
。
）
に
関
す

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
除
く
。
）
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

る
次
に
掲
げ
る
事
項

［
イ
～
ホ

略
］

［
イ
～
ホ

同
上
］

へ

標
準
的
手
法
が
適
用
さ
れ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
、
リ
ス
ク

ヘ

標
準
的
手
法
が
適
用
さ
れ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
、
リ
ス
ク

・
ウ
ェ
イ
ト
の
区
分
ご
と
の
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
の
効
果
を
勘
案
し
た

・
ウ
ェ
イ
ト
の
区
分
ご
と
の
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
の
効
果
を
勘
案
し
た

後
の
残
高
（
格
付
が
付
与
さ
れ
て
い
る
信
用
供
与
の
割
合
が
信
用
供
与
の

後
の
残
高
（
格
付
が
付
与
さ
れ
て
い
る
信
用
供
与
の
割
合
が
信
用
供
与
の

額
全
体
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
で
あ
る
場
合
に
は
、
区
分
を
要
し
な
い
。

額
全
体
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
で
あ
る
場
合
に
は
、
区
分
を
要
し
な
い
。

）
並
び
に
自
己
資
本
比
率
告
示
第
五
十
四
条
第
二
項
第
二
号
、
第
百
五
十

）
並
び
に
自
己
資
本
比
率
告
示
第
五
十
四
条
第
二
項
第
二
号
、
第
百
五
十

三
条
第
二
項
第
二
号
、
第
二
百
二
十
四
条
（
自
己
資
本
比
率
告
示
第
九
十

三
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
二
百
二
十
三
条
第
一
項
（
自
己
資
本
比
率
告

九
条
及
び
第
百
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
並
び
に
第
二

示
第
九
十
九
条
、
第
百
一
条
及
び
第
百
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

百
二
十
四
条
の
四
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
（
自
己
資
本
比
率
告
示
第

場
合
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
千
二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・

九
十
九
条
及
び
第
百
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
の
規
定

ウ
ェ
イ
ト
が
適
用
さ
れ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額

に
よ
り
千
二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
適
用
さ
れ
る

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額

［
ト
～
ヌ

略
］

［
ト
～
ヌ

同
上
］

［
四
・
五

略
］

［
四
・
五

同
上
］

六

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

六

［
同
上
］

イ

連
結
グ
ル
ー
プ
が
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
信
用
リ
ス

イ

［
同
上
］

ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
算
出
対
象
と
な
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
関
す

る
次
に
掲
げ
る
事
項

［

～

略
］

［

～

同
上
］

(1)

(8)

(1)

(8)
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自
己
資
本
比
率
告
示
第
二
百
二
十
四
条
並
び
に
第
二
百
二
十
四
条
の

自
己
資
本
比
率
告
示
第
二
百
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
千
二

(9)

(9)

四
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
千
二
百
五
十
パ
ー
セ
ン

百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
適
用
さ
れ
る
証
券
化
エ

ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
適
用
さ
れ
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
及
び
主
な
原
資
産
の
種
類
別
の
内
訳

の
額
及
び
主
な
原
資
産
の
種
類
別
の
内
訳

［

・

略
］

［

・

同
上
］

(10)

(11)

(10)

(11)

ロ

連
結
グ
ル
ー
プ
が
投
資
家
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ

ロ

［
同
上
］

ッ
ト
の
算
出
対
象
と
な
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
関
す
る
次
に
掲

げ
る
事
項

［

・

略
］

［

・

同
上
］

(1)

(2)

(1)

(2)

自
己
資
本
比
率
告
示
第
二
百
二
十
四
条
並
び
に
第
二
百
二
十
四
条
の

自
己
資
本
比
率
告
示
第
二
百
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
千
二

(3)

(3)

四
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
千
二
百
五
十
パ
ー
セ
ン

百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
適
用
さ
れ
る
証
券
化
エ

ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
適
用
さ
れ
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
及
び
主
な
原
資
産
の
種
類
別
の
内
訳

の
額
及
び
主
な
原
資
産
の
種
類
別
の
内
訳

［
略
］

［
同
上
］

(4)

(4)

七

［
略
］

七

［
同
上
］

八

リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
み
な
し
計
算
又
は
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
み

八

信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
み
な
し
計
算
が
適
用
さ
れ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

な
し
計
算
が
適
用
さ
れ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
エ

ャ
ー
の
額

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
区
分
ご
と
の
額

イ

自
己
資
本
比
率
告
示
第
四
十
七
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し

た
割
合
を
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
と
し
て
用
い
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
又
は

自
己
資
本
比
率
告
示
第
百
四
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
信
用
リ
ス
ク

・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

ロ

自
己
資
本
比
率
告
示
第
四
十
七
条
の
五
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
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た
割
合
を
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
と
し
て
用
い
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
又
は

自
己
資
本
比
率
告
示
第
百
四
十
二
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
信
用
リ
ス
ク

・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

ハ

自
己
資
本
比
率
告
示
第
四
十
七
条
の
五
第
九
項
第
一
号
に
定
め
る
比
率

を
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
と
し
て
用
い
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
又
は
自
己
資

本
比
率
告
示
第
百
四
十
二
条
第
十
項
第
一
号
に
定
め
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ

ト
を
用
い
て
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

ャ
ー

ニ

自
己
資
本
比
率
告
示
第
四
十
七
条
の
五
第
九
項
第
二
号
に
定
め
る
比
率

を
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
と
し
て
用
い
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
又
は
自
己
資

本
比
率
告
示
第
百
四
十
二
条
第
十
項
第
二
号
に
定
め
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ

ト
を
用
い
て
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

ャ
ー

ホ

自
己
資
本
比
率
告
示
第
四
十
七
条
の
五
第
十
項
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト

を
用
い
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
又
は
自
己
資
本
比
率
告
示
第
百
四
十
二
条

第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
エ

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

九

［
略
］

九

［
同
上
］

５

［
略
］

５

［
同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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